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自然再生推進法の概要 

------------------------------------------------------------------------ 

 

1.制定の趣旨 

○自然再生を総合的に推進し、生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会

の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とするもの。 

○自然再生事業を、NPO や専門家を始めとする地域の多様な主体の参画と創意

により、地域主導のボトムアップ型で進める新たな事業として位置付け、そ

の基本理念、具体的手順等を明らかにするもの。   

 

2.制定の経緯(議員立法) 

平成 14 年 5 月 28 日：政策責任者会議において与党案了承。 

平成 14 年 7 月 24 日：与党及び民主党関係議員により 154 回国会提出(継続審

議)。 

平成 14 年 11 月 19 日：衆議院環境委員会で一部修正の上可決。同日、衆・本

会議で成立。 

平成 14 年 12 月 3 日：参議院環境委員会で可決(付帯決議あり)。 

平成 14 年 12 月 4 日：参議院本会議で成立。  

 

3.法律の概要 

【定義】   

自然再生：過去に損なわれた自然環境を取り戻すため、関係行政機関、関係地

方公共団体、地域住民、NPO、専門家等の地域の多様な主体が参加して、自然環

境の保全、再生、創出等を行うこと。  

  

【基本理念】  

・地域における自然環境の特性、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏ま

えて、科学的知見に基づいて実施。 

・事業の着手後においても自然再生の状況を監視し、その結果に科学的な評価

を加え、これを事業に反映。 

 

○地域の多様な主体の参加  

・政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針を閣議決

定。基本方針の案は、環境大臣が農林水産大臣、国土交通大臣と協議して作

成。  
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・自然再生事業の実施者が、地域住民、NPO、専門家、関係行政機関等とともに

協議会を組織。 

・実施者は、自然再生基本方針及び協議会での協議結果に基づき、自然再生事

業実施計画を作成。  

 

○NPO 等への支援 

・主務大臣は、実施者の相談に応じる体制を整備。 

・国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その

他の措置に努力。 

 

○関係省庁の連携 

・環境省、国土交通省、農林水産省その他の関係行政機関で構成する自然再生

推進会議を設置。 

・3 省は自然再生専門家会議を設置し、意見聴取。 

 

4.その他 

○施行期日は、平成 15 年 1 月 1 日。自然再生基本方針の策定は年度内を目途と

して行うため、本格運用は平成 15 年 4 月以降。 

○施行 5 年後に見直しを予定。 
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自然再生推進法の仕組み 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

自然再生推進法(平成 14 年法律第 148 号(12 月 11 日公布)) 

------------------------------------------------------------------------ 

 

(目的) 

第一条 この法律は、自然再生についての基本理念を定め、及び実施者等の責務

を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進す

るために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推

進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、

あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする。 

 

(定義) 

第二条 この法律において「自然再生」とは、過去に損なわれた生態系その他の

自然環境を取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係地方公共団体、地

域住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二

条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)、自然環境に関し

専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、河川、湿原、干潟、

藻場、里山、里地、森林その他の自然環境を保全し、再生し、若しくは創出し、

又はその状態を維持管理することをいう。 

2 この法律において「自然再生事業」とは、自然再生を目的として実施される事

業をいう。 

3 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土

地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時

設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者

をいう。 

 

(基本理念) 

第三条 自然再生は、健全で恵み豊かな自然が将来の世代にわたって維持される

とともに、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あ

わせて地球環境の保全に寄与することを旨として適切に行われなければならな

い。 

2 自然再生は、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法

人、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が連携すると

ともに、透明性を確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組んで実施されなけれ

ばならない。 

3 自然再生は、地域における自然環境の特性、自然の復元力及び生態系の微妙な

均衡を踏まえて、かつ、科学的知見に基づいて実施されなければならない。 
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4 自然再生事業は、自然再生事業の着手後においても自然再生の状況を監視し、

その監視の結果に科学的な評価を加え、これを当該自然再生事業に反映させる

方法により実施されなければならない。 

5 自然再生事業の実施に当たっては、自然環境の保全に関する学習(以下「自然

環境学習」という。)の重要性にかんがみ、自然環境学習の場として活用が図ら

れるよう配慮されなければならない。 

 

(国及び地方公共団体の責務) 

第四条 国及び地方公共団体は、地域住民、特定非営利活動法人その他の民間の

団体等が実施する自然再生事業について、必要な協力をするよう努めなければ

ならない。 

 

(実施者の責務) 

第五条 この法律に基づいて自然再生事業を実施しようとする者(河川法(昭和三

十九年法律第百六十七号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)その他の法

律の規定に基づき自然再生事業の対象となる区域の一部又は全部を管理する者

からの委託を受けて自然再生事業を実施しようとする者を含む。以下「実施者」

という。)は、基本理念にのっとり、自然再生事業の実施に主体的に取り組むよ

う努めなければならない。 

 

(他の公益との調整) 

第六条 自然再生は、国土の保全その他の公益との調整に留意して実施されなけ

ればならない。 

 

(自然再生基本方針) 

第七条 政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針(以下

「自然再生基本方針」という。)を定めなければならない。 

2 自然再生基本方針には、次の事項を定めるものとする。 

 一 自然再生の推進に関する基本的方向 

 二 次条第一項に規定する協議会に関する基本的事項 

 三 次条第二項第一号の自然再生全体構想及び第九条第一項に規定する自然再

生事業実施計画の作成に関する基本的事項 

 四 自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関する基本的事項 

 五 その他自然再生の推進に関する重要事項 

3 環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣及び国土交通大臣と協議して自然再生基

本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 
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4 環境大臣は、自然再生基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、

広く一般の意見を聴かなければならない。 

5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、自然

再生基本方針を公表しなければならない。 

6 自然再生基本方針は、自然再生事業の進捗状況等を踏まえ、おおむね五年ごと

に見直しを行うものとする。 

7 第三項から第五項までの規定は、自然再生基本方針の変更について準用する。 

 

(自然再生協議会) 

第八条 実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施者のほか、地域住

民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地の所有

者等その他の当該実施者が実施しようとする自然再生事業又はこれに関連する

自然再生に関する活動に参加しようとする者並びに関係地方公共団体及び関係

行政機関からなる自然再生協議会(以下「協議会」という。)を組織するものと

する。 

2 協議会は、次の事務を行うものとする。 

 一 自然再生全体構想を作成すること。 

 二 次条第一項に規定する自然再生事業実施計画の案について協議すること。 

 三 自然再生事業の実施に係る連絡調整を行うこと。 

3 前項第一号の自然再生全体構想(以下「自然再生全体構想」という。)は、自然

再生基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。 

 一 自然再生の対象となる区域 

 二 自然再生の目標 

 三 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担 

 四 その他自然再生の推進に必要な事項 

4 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。 

5 協議会の構成員は、相協力して、自然再生の推進に努めなければならない。 

 

(自然再生事業実施計画) 

第九条 実施者は、自然再生基本方針に基づき、自然再生事業の実施に関する計

画(以下「自然再生事業実施計画」という。)を作成しなければならない。 

2 自然再生事業実施計画には、次の事項を定めるものとする。 

 一 実施者の名称又は氏名及び実施者の属する協議会の名称 

 二 自然再生事業の対象となる区域及びその内容 

 三 自然再生事業の対象となる区域の周辺地域の自然環境との関係並びに自然

環境の保全上の意義及び効果 
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 四 その他自然再生事業の実施に関し必要な事項 

3 実施者は、自然再生事業実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、そ

の案について協議会において十分に協議するとともに、その協議の結果に基づ

いて作成しなければならない。 

4 自然再生事業実施計画は、自然再生全体構想と整合性のとれたものでなければ

ならない。 

5 実施者は、自然再生事業実施計画を作成したときは、主務省令で定めるところ

により、遅滞なく、主務大臣及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生事

業の対象となる区域の所在地を管轄する都道府県知事に、当該自然再生事業実

施計画の写し(当該自然再生事業実施計画の添付書類の写しを含む。以下同じ。)

及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写し(当該自然再生

全体構想の添付書類の写しを含む。以下同じ。)を送付しなければならない。 

6 主務大臣及び都道府県知事は、前項の規定により自然再生事業実施計画の写し

及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、実施者に対し、当該自然

再生事業実施計画に関し必要な助言をすることができる。この場合において、

主務大臣は、第十七条第二項の自然再生専門家会議の意見を聴くものとする。 

7 第三項から前項までの規定は、自然再生事業実施計画の変更について準用する。 

 

(維持管理に関する協定) 

第十条 自然再生事業の対象区域の全部又は一部について自然再生に係る維持管

理を実施しようとする実施者は、当該区域の土地の所有者等と協定を締結して、

その維持管理を行うことができる。 

 

(実施者の相談に応じる体制の整備) 

第十一条 主務大臣は、実施者の相談に的確に応じることができるよう必要な体

制の整備を図るものとする。 

 

(自然再生事業の実施についての配慮) 

第十二条 国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、自然再生事業実施計画に

基づく自然再生事業の実施のため法令の規定による許可その他の処分を求めら

れたときは、当該自然再生事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮

をするものとする。 

 

(自然再生事業の進捗状況等の公表) 

第十三条 主務大臣は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならな

い。 
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2 主務大臣は、第九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定

により自然再生事業実施計画の写し及び自然再生全体構想の写しの送付を受け

たときは、これを公表しなければならない。 

 

(自然再生事業実施計画の進捗状況の報告) 

第十四条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画

に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗

状況について報告を求めることができる。 

 

(財政上の措置等) 

第十五条 国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措

置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

(自然再生に関するその他の措置) 

第十六条 国及び地方公共団体は、自然再生に関して行われる自然環境学習の振

興及び自然再生に関する広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとす

る。 

2 国及び地方公共団体は、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門

的知識を有する者等が行う自然再生に関する活動の促進に資するため、自然再

生に関する情報を適切に提供するよう努めるものとする。 

3 国及び地方公共団体は、自然再生に関する研究開発の推進、その成果の普及そ

の他の自然再生に関する科学技術の振興を図るものとする。 

4 国及び地方公共団体は、自然再生事業の実施に関連して、地域の環境と調和の

とれた農林水産業の推進を図るものとする。 

 

(自然再生推進会議) 

第十七条 政府は、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職

員をもって構成する自然再生推進会議を設け、自然再生の総合的、効果的かつ

効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。 

2 環境省、農林水産省及び国土交通省は、自然環境に関し専門的知識を有する者

によって構成する自然再生専門家会議を設け、前項の連絡調整を行うに際して

は、その意見を聴くものとする。 

 

(主務大臣等) 

第十八条 この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通

大臣とする。 
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2 この法律における主務省令は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の発

する命令とする。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 

 

(自然再生事業に係る配慮) 

2 この法律の施行後五年を経過するまでの間は、自然再生事業については、環境

影響評価法(平成九年法律第八十一号)の施行状況その他土地の形状の変更、工作

物の新設等の事業に係る自然環境の保全上の支障を防止するための措置の実施状

況等に留意して、適正な配慮がなされるものとする。 

 

(検討) 

3 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状

況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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自然再生推進法案に対する附帯決議 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

   

一、本法に基づく自然再生事業は、従来からの公共事業の延長として行われるも

のではなく、過去に行われた事業や人間活動等によって損なわれた生態系そ

の他の自然環境を取り戻すことを目的として実施される旨を周知徹底するこ

と。 

  また、全ての自然再生事業において、工事等を行うことを前提としない自然

の回復力に任せることにより自然再生を行う方法も十分考慮すること。 

   

二、自然再生における客観的かつ科学的知見に基づく評価の重要性にかんがみ、

自然再生全体構想の作成に当たっての調査及びその評価方法を自然再生基本

方針に明記すること。また、自然再生協議会は、自然再生が地域における自

然環境の特性、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて、かつ、科

学的知見に基づいて実施されるよう十分留意すること。さらに、当該自然再

生事業の事前・事後を通じ、その科学的評価結果を踏まえた自然再生事業実

施計画の作成又は見直しに関する事項について自然再生基本方針に明記する

こと。 

   

三、自然再生協議会の組織・運営の適正化を図るため、同協議会の組織化に当た

っての幅広い参画機会の確保及び外部からの意見聴取や情報公開の徹底等、

透明性確保に関する事項を自然再生基本方針に明記すること。 

   

四、自然再生事業の対象となる区域については、あらかじめ当該区域の自然環境

の特性について専門家の参加のもと適切かつ十分な調査が行われ、自然再生

の必要性が客観的かつ科学的に明らかにされた区域とすること。 

   

五、自然再生専門家会議においては、個々の自然再生事業の実施状況についても

把握するとともに、外部からの幅広い意見聴取に努めること。また、同専門

家会議及び自然再生推進会議においては、情報公開の徹底を図ることによっ

て、その透明性の確保に努めること。 

   

六、自然再生事業の実施に当たっては、自然再生協議会への NPO 等の参加につい

てその公平性の確保に努めるとともに、NPO 等の主体的役割の確保を図り、
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NGO 等が従来から地域で行っていた自然再生に関する取組についても十分尊

重すること。また、その自主性を尊重しつつ、NPO 等に対する財政的・技術

的支援措置を講ずるよう努めること。 

   

七、 地方公共団体が地域の自然環境の特性等に応じた自然再生に関する施策を策

定し、及び実施することにつき、これを十分尊重するとともに、必要な支援

措置を講ずるよう努めること。 

   

  右決議する。  
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自然再生基本方針 

------------------------------------------------------------------------ 

 

1 自然再生の推進に関する基本的方向  

(1)わが国の自然環境を取り巻く状況  

自然環境は、生物多様性と自然の物質循環を基礎とし、生態系が微妙な均衡

を保つことによって成り立っています。そして、自然環境は、地球温暖化の防

止、水環境の保全、大気環境の保全、野生生物の生息環境としての役割などの

機能を有しており、現在及び将来の人間の生存に欠かすことのできない基盤と

なっています。また、自然環境は、社会、経済、科学、教育、文化、芸術、レ

クリエーションなど様々な観点から人間にとって有用な価値を有しています。 

  しかし、これまで人間が行ってきた自然の再生産能力を超えた自然資源の過

度な利用などの行為により、自然環境の悪化が進んできました。その結果、生

物多様性は減少し、人間生存の基盤である有限な自然環境が損なわれ、生態系

は衰弱しつつあります。 

 

  わが国は、その地史や気候等を背景として、多様で豊かな自然環境を有して

おり、私たちは様々な恩恵を享受しています。一方、私たちは、地震、台風、

豪雨などによる自然災害への備えを怠ることはできません。 

  戦後、高度経済成長期を経て自然災害に対する安全性や物質的な生活水準は

向上してきましたが、その一方で、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経

済活動の増大に伴い、自然環境に大きな負荷を与えてきました。 

  また、自然に対する人為の働きかけによって維持されてきた里地里山等にお

ける二次的な自然環境の質も、生活・生産様式の変化、人口の減少など、社会

経済の変化に伴い、その働きかけが縮小撤退することにより変化してきました。 

  このように、直接間接を問わず、様々な人間活動、人為の影響等によって、

自然海岸や干潟、湿原などが減少しているほか、人工林や二次林の手入れ不足、

耕作放棄地の拡大等により、わが国の生態系の質の劣化が進んでおり、メダカ

に代表される身近な野生生物の絶滅のおそれが高まるなど、わが国の自然環境

は大きく変化しています。  

 

(2)自然再生の方向性  

現在、自然と共生する社会の実現と地球環境の保全が重要な課題となってい

ますこのため、自然環境の価値を再認識し、長い歴史の中で育まれた地域固有

の動植物や生態系その他の自然環境について、生態系の保全や生物種の保護の

ための取組を推進すべきことはもちろん、過去に損なわれた自然環境を積極的
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に取り戻す自然再生によって地域の自然環境を蘇らせることが必要となってい

ます。 

  わが国は、南北に長く、モンスーン地帯に位置することなどから、豊かな生

物相を有するとともに、変化に富んだ美しい自然を有しています。同時に、狭

い国土面積に稠密な人口を抱え、その地形、地質、気象などの条件から自然災

害を受けやすいという特性があるほか、土地利用の転換圧力が強い都市地域、

農林水産業等を通じ二次的な自然を維持形成してきた農山漁村地域など、地域

によって、自然を取り巻く状況に大きな違いがあります。このため、わが国で

の自然再生を考える際には、地域の自然環境の特性や社会経済活動等、地域に

おける自然を取り巻く状況をよく踏まえるとともに、これらの社会経済活動等

と地域における自然再生とが相互に十分な連携を保って進められることが必要

です。 

  さらに、森林、農地、都市、河川、海岸等の生態系は、流域の水循環、物質

循環等を介して密接な関係を有していることや、広い範囲を移動する野生生物

の生態学的特性を踏まえ、地域の自然再生を進めるに当たっては、周辺地域と

のつながりや流域単位の視点などの広域性を考慮する必要があります。 

  こうしたことを踏まえ、自然再生の視点として、次の 3 つを掲げます。  

[1]過去の社会経済活動等により損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻

すことを目的とし、健全で恵み豊かな自然が将来世代にわたって維持される

とともに、地域に固有の生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実

現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを旨とすべきこと。  

[2]地域に固有の生態系その他の自然環境の再生を目指す観点から、地域の自主

性を尊重し、透明性を確保しつつ、地域の多様な主体の参加・連携により進

めていくべきこと。  

[3]複雑で絶えず変化する生態系その他の自然環境を対象とすることを十分に

認識し、科学的知見に基づいて、長期的な視点で順応的に取り組むべきこと。  

   

これらの視点を踏まえた上で、自然再生の推進に関する基本的方向を次のと

おり示します。  

  

ア 自然再生事業の対象  

    自然再生を目的として実施される事業(以下「自然再生事業」という。)は、

今後重視すべき先の 3 つの視点を明確にした新たな取組であり、開発行為等

に伴い損なわれる環境と同種のものをその近くに創出する代償措置としてで

はなく、過去に行われた事業や人間活動等によって損なわれた生態系その他

の自然環境を取り戻すことを目的として行われるものです。 
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   このような自然再生事業には、良好な自然環境が現存している場所におい

てその状態を積極的に維持する行為としての「保全」、自然環境が損なわれた

地域において損なわれた自然環境を取り戻す行為としての「再生」、大都市な

ど自然環境がほとんど失われた地域において大規模な緑の空間の造成などに

より、その地域の自然生態系を取り戻す行為としての「創出」、再生された自

然環境の状況をモニタリングし、その状態を長期間にわたって維持するため

に必要な管理を行う行為としての「維持管理」を含みます。  

 

イ 地域の多様な主体の参加と連携  

    自然再生事業は、それぞれの地域に固有の生態系その他の自然環境の再生

を目指すものです。このため、どのような自然環境を取り戻すのかという目

標やどのように取り戻すのかという手法の検討等については、それぞれの地

域の自主性・主体性が尊重されるべきです。 

   自然再生事業の実施に当たっては、当該自然再生事業の構想策定や調査設

計など、初期の段階から事業実施、実施後の維持管理に至るまで、関係行政

機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人その他の民間団体(以

下「NPO 等」という。)、自然環境に関し専門的知識を有する者等地域の多様

な主体が参加・連携し、相互に情報を共有するとともに、透明性を確保しつ

つ、自主的かつ積極的に取り組むことが重要です。  

 

ウ 科学的知見に基づく実施  

    自然再生事業は、科学的知見に基づいて実施するべきであり、地域におけ

る自然環境の特性や生態系に関する知見を活用し、自然環境が損なわれた原

因を科学的に明らかにするなど、科学的知見の十分な集積を基礎としながら、

自然再生の必要性の検証を行うとともに、自然再生の目標や目標達成に必要

な方法を定めることが必要です。 

   この場合、自然の復元力及び生態系の微妙な均衡を踏まえて行うことが重

要であり、工事等を行うことを前提とせず自然の復元力に委ねる方法も考慮

し、再生された自然環境が自律的に存続できるような方法を含め、自然再生

を行う方法を十分検討すべきです。 

   また、わが国では、間伐材や粗朶などの地域の自然資源を用いたり、人力

を十分に活用した作業を行うなど伝統的な手法を行ってきたことを踏まえ、

このような手法のうち自然と調和したきめ細かで丁寧な手法について、地域

における経験と実績に基づく知見の把握に努めるとともに、その有効性を確

認しつつ、自然再生の手法として用いていくことも必要です。  
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エ 順応的な進め方  

    自然再生事業は、複雑で絶えず変化する生態系その他の自然環境を対象と

した事業であることから、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協

力を得て、自然環境に関する事前の十分な調査を行い、事業着手後も自然環

境の再生状況をモニタリングし、その結果を科学的に評価し、これを当該自

然再生事業に反映させる順応的な方法により実施することが必要です。 

   また、自然再生において、自然の復元力が十分に発揮されるよう条件を整

えることにより回復の過程に導く場合や、その回復の過程の中で補助的に人

の手を加える場合がありますが、生態系の健全性の回復には一般に長い期間

が必要であることを十分に認識すべきです。 

   このため、自然再生事業の実施に当たっては、自然再生の目標とする生態

系その他の自然環境の機能を損なうことのないよう、自然環境が再生してい

く状況を長期的・継続的にモニタリングし、必要に応じ自然再生事業の中止

や中止した場合に周辺環境へ影響が及ばないようにすることを含め、計画や

事業の内容を見直していく順応的な進め方によることが重要です。  

 

オ 自然環境学習の推進  

    自然環境学習は、自然環境に対する関心を喚起し、共通の理解を深め、意

識を向上させるとともに、希薄化した自然と人間との関係を再構築する上か

ら重要です。 

   自然環境学習を効果的に行うためには、単なる知識の伝達にとどまらず、

直接的な自然体験、保全活動への参画などが必要です。地域における自然環

境の特性を踏まえ、科学的知見に基づいて実施される自然再生は、自然環境

学習の対象として適切であり、自然再生事業を実施している地域が、その地

域の自然環境の特性、自然再生の技術及び自然の回復過程等自然環境に関す

る知識を実地に学ぶ場として十分に活用されるよう配慮する必要があります。

その際、過剰な利用により自然再生に悪影響が及ばないようなルール作りも

併せて行うことや、博物館、公民館等の社会教育施設、学校教育機関及び研

究機関等の地域の関係機関との協力と連携を図ることも重要です。  

 

カ その他自然再生の実施に必要な事項  

    自然再生を将来にわたって効果的に推進するため、国及び地方公共団体は、

調査研究の推進と科学技術の振興を図るとともに、全国的な事例などの情報

提供に努める必要があります。 

   自然再生に関する施策の実効を期するためには、地域住民等の理解と協力

が不可欠であり、自然再生の取組に際しては、地域の協議会での話合いを通
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じて合意の形成を図るとともに、自然再生の対象となる区域において一定の

権原を持つ土地の所有者等の理解と協力を得ながら進めることが不可欠です。

国及び地方公共団体は、自然再生の重要性に関する理解を促進し、地域にお

ける自覚を高めるために、自然環境学習の効果的な実施を含め、普及啓発活

動を積極的に推進する必要があります。 

   また、再生された自然環境が将来にわたって適切に維持されるよう、自然

再生の実施に際しては、地域の実状に応じて、自然環境の保全に資する様々

な施策との広範な連携や必要な財政上の措置を講ずるよう努めることも必要

です。 

   さらに、自然再生を効果的に進めるためには、農林水産業は本来、自然の

物質循環機能に依存した持続的な生産活動であり、里地里山等の二次的自然

の形成に寄与してきたことを踏まえ、自然再生事業に関連して、関係者の合

意を得ながら、農薬や化学肥料などの使用の削減等による環境に配慮した農

業生産活動や水路、ため池、水田のあぜ等の持続的な維持管理活動の実施、

生物多様性に配慮した森林施業の実施、漁場環境の再生状況に応じた漁具の

選定や漁期の設定など、地域の環境と調和のとれた農林水産業を推進するこ

とが必要です。また、長年にわたって自然環境と共存して活動してきた農林

漁業者をはじめとする地域の知見を尊重しながら進めることが重要です。 

   なお、自然再生に当たっては、地球環境保全に寄与する観点から、地域の

実情に応じて、地球規模で移動する野生動物の生息地・中継地への配慮や温

室効果ガスの排出を低減した工法の採用、二酸化炭素の吸収源となる森林の

適正な管理等を通じた地球温暖化対策への配慮が必要です。  

 

2 自然再生協議会に関する基本的事項  

地域における自然再生の推進に際しては、自然再生事業を実施しようとする

者(以下「実施者」という。)が、地域住民、NPO 等、自然環境に関し専門的知

識を有する者、土地の所有者等その他の自然再生事業又はこれに関連する活動

に参加しようとする者、関係行政機関及び関係地方公共団体により構成される

自然再生協議会(以下「協議会」という。)を組織し、協議会において、自然再

生全体構想の作成、自然再生事業実施計画の案の協議、自然再生事業の実施に

係る様々な連絡調整が適切になされることが必要です。この際、自然再生が、

地域の自然的社会的状況に応じて、国土の保全その他の公益との調整に留意し

て実施されるよう、協議会において十分検討することが必要です。 

  協議会の組織化及び運営は、実施者及び協議会が責任を持って行うことにな

りますが、その際、次の事項に留意するものとします。  
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(1)協議会の組織化  

ア 実施者は、その実施しようとする自然再生事業の目的や内容等を明示して

協議会を組織する旨を広く公表し、NPO 等地域において自然再生事業に関す

る活動に参加しようとする者に対し、幅広くかつ公平な参加の機会を確保す

ること。  

 

イ 自然再生は、地域の多様な主体が連携し実施されるものであり、協議会に

はできるだけ、自然再生に参加する地域の多様な主体が参加するよう努める

こと。 

   この場合、協議会において科学的な知見に基づいた協議等が行われること

が重要であることを踏まえ、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の

協議会への参加を確保することが特に重要であること。 

   また、自然再生事業を円滑に推進する観点から、土地の所有者等の関係者

についても自然再生の趣旨を理解し自然再生に参加する者として協議会への

参加を得ることが重要であること。  

 

ウ 関係行政機関が実施者の相談に的確に応じるなど、関係行政機関及び関係

地方公共団体は、協議会の組織化に係る必要な協力を行うとともに、その構

成員として協議会に参加し、自然再生を推進するための措置を講ずるよう努

めること。  

 

(2)協議会の運営  

ア 協議会の運営に際しては、自然再生事業の対象となる区域における自然再

生に関する合意の形成を基本とし、協議会における総意の下、公正かつ適正

な運営を図ること。  

 

イ 協議会においては、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を

得て客観的かつ科学的なデータに基づいた協議等がなされるよう、地域の実

状に応じた体制を整えることが重要であること。  

 

ウ 協議会は、希少種の保護上又は個人情報の保護上支障のある場合等を除き、

原則公開とし、協議会の運営に係る透明性を確保すること。また、協議会の

運営に当たっては、必要に応じ外部からの意見聴取も行うこと。  

 

エ 協議会は、自然再生事業の実施に係る連絡調整の継続的な実施のための方

法や当該自然再生事業のモニタリングの結果の評価及び評価結果の事業への
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適切な反映のための方法について協議すること。  

 

オ 協議会の運営等の事務の担い手は、協議会の合意のもと、協議会に参加す

る者から選任することとし、協議会に参加する者は積極的に運営に協力する

こと。  

 

3 自然再生全体構想及び自然再生事業実施計画の作成に関する基本的事項  

自然再生事業の実施に当たっては、自然再生全体構想(以下「全体構想」とい

う。)及び自然再生事業実施計画(以下「実施計画」という。)を作成することが

必要です。 

  全体構想は、自然再生基本方針に即して、自然再生の対象となる区域、自然

再生の目標、協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担、その他自

然の再生の推進に必要な事項を定めることとし、地域の自然再生の全体的な方

向性を定めます。また、実施計画は、自然再生基本方針に基づき、個々の自然

再生事業の対象となる区域及びその内容、当該区域の周辺地域の自然環境との

関係並びに自然環境の保全上の意義及び効果、その他自然再生事業の実施に関

し必要な事項を定めることとし、全体構想の下、個々の自然再生事業の内容を

明らかにするものです。 

  全体構想及び実施計画の作成に当たっては、次の事項に留意するものとしま

す。  

 

(1)科学的な調査及びその評価の方法  

全体構想及び実施計画の作成に当たっては、協議会において、必要に応じて

分科会、小委員会等の設置を行うことなどを通じて、地域の自然環境に関し専

門的知識を有する者の協力を得つつ、事前の調査とその結果の評価を科学的な

知見に基づいて行うこと。 

その際、実行可能なより良い技術や方法が取り入れられているか否かの検討

等を通じて、全体構想及び実施計画の妥当性を検証し、これらの検討の経過を

明らかにできるように整理する必要があること。  

 

(2)全体構想の内容  

ア 全体構想の作成に当たっては、事前に地域の自然環境に係る客観的かつ科

学的なデータの収集や社会的状況に関する調査を実施し、その結果を基に協

議会において十分な協議を行うこと。  

 

イ 全体構想は、地域の自然再生の対象となる区域における自然再生の全体的
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な方向性を定めることとし、当該地域で複数の実施計画が進められる場合に

は、個々の実施計画を束ねる内容とすること。  

 

ウ 全体構想においては、自然再生の対象となる区域やその区域における自然

再生の目標について、地域における客観的かつ科学的なデータを基礎として、

できる限り具体的に設定するとともに、その目標達成のために必要な自然再

生事業の種類及び概要、協議会に参加する者による役割分担等を定めること。  

 

(3)実施計画の内容  

ア 実施者は、実施計画の作成に当たっては、全体構想、地域の自然環境及び

社会的状況に関する最新のデータに基づき、協議会における十分な協議の結

果を踏まえて行うこと。  

 

イ 自然再生事業の対象となる区域及びその内容については、地域の自然環境

に関し専門的知識を有する者の協力を得て、事前に地域の自然環境に係る客

観的かつ科学的なデータを収集するとともに、必要に応じて詳細な現地調査

を実施し、その結果を基に、地域における自然環境の特性に応じた適正なも

のとなるよう十分検討すること。  

 

ウ 実施計画には、自然再生事業の対象となる区域とその周辺における自然環

境及び社会的状況に関する事前調査の実施並びに自然再生事業の実施期間中

及び実施後の自然再生の状況のモニタリングに関して、その時期、頻度等具

体的な計画を記載することとし、その内容については、協議会において協議

すること。  

 

エ 自然再生事業の実施に関連して、自然再生事業の対象となる地域に生息・

生育していない動植物が導入されることなどにより地域の生物多様性に悪影

響を与えることのないよう十分配慮すること。  

 

オ 全体構想の下、複数の実施計画が作成される場合には、各実施者は、協議

会における情報交換等を通じて、自然再生に係る情報を互いに共有し、自然

再生の効果が全体として発揮されるよう配慮すること。  

 

(4)情報の公開  

全体構想及び実施計画の作成に当たっては、その作成過程における案の内容

に係る情報を原則公開とし、透明性を確保すること。  
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(5)全体構想及び実施計画の見直し  

実施者は、自然再生事業の実施期間中又は実施後のモニタリングの結果につ

いて、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を得つつ科学的に評

価した上で、必要に応じ自然再生事業を中止することを含め、当該自然再生事

業への反映について柔軟な対応を行うとともに、必要に応じて、全体構想につ

いては協議会が、実施計画については実施者が、それぞれ主体となって柔軟に

見直すこと。この場合、実施計画の見直しについては、協議会での十分な協議

の結果を踏まえて行うこと。  

 

4 自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関する基本的事項  

自然再生の対象となる区域を自然の回復過程等自然環境に関する知識を実地

に学ぶ場とすることは有意義であることから、全体構想の対象となる区域にお

いて自然環境学習を実施しようとする者は、自然環境学習の推進に関して、次

の事項に留意するものとします。 

 

(1)自然環境学習プログラムの整備  

自然環境学習を含めた自然環境の活用について十分検討し、実施計画におい

て、対象となる区域における具体的な自然環境学習プログラムを整備するよう

努めること。  

 

(2)人材の育成  

自然環境学習の円滑な推進のため、ボランティアや NPO 等との連携を図りつ

つ、地域ごとに自然環境学習を担う人材の育成に努めること。  

 

(3)情報の共有  

自然環境学習の場、機会、人材、プログラム等に係る情報を地域の中で広く

共有するよう努めること。  

 

5 その他自然再生の推進に関する重要事項  

その他、自然再生の推進に当たっては、次の重要事項に留意するものとしま

す。  

 

(1)自然再生推進会議・自然再生専門家会議  

環境省、農林水産省、国土交通省は、自然再生を率先して進める観点から、

自然再生推進会議での連絡調整などを通じて、その他の関係行政機関を含めた

連携の一層の強化を図ること。 
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  また、自然再生推進会議及び自然再生専門家会議については、原則公開とし、

これらの会議の運営に係る透明性を確保すること。この観点から、その構成、

事務局など、これらの会議の設置に関する事項は、それぞれの会議の設置の際

に別途定め、公開すること。  

 

(2)調査研究の推進  

国及び地方公共団体は、地域の自然環境データを長期的・継続的に把握し適

切に提供するとともに、自然再生に関する技術の研究開発に努めること。  

 

(3)情報の収集と提供  

国及び地方公共団体は、海外又は国内における自然再生に関する事業や活動

の実例など、自然再生に関する情報の収集及び提供を行うこと。その際、国は、

全国における多様な実施者により実施されている自然再生事業について、その

概要と進捗状況を網羅的に紹介するホームページの作成など、効率的かつ効果

的な情報の収集と提供がなされるよう手法の検討と体制整備に努めること。  

 

(4)普及啓発  

国及び地方公共団体は、自然環境の現状やその保全・再生の重要性について、

地域住民、NPO 等の理解を促進し、自覚を高めるための普及啓発活動を行うこ

と。  

 

(5)広域的な連携  

大都市圏等、一つの地方公共団体の範囲を越えるような広範囲の地域におい

て自然環境が減少又は劣化している場合には、国及び地方公共団体は、当該地

域の多様な主体の参加を得て、広域的な観点からの共通の認識を形成し、計画

的に自然再生に取り組むことが重要であること。  
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荒川太郎右衛門地区自然再生協議会設置要綱(案)の概要 
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荒川太郎右衛門地区自然再生協議会設置要綱(案) 

 

第 1 章 総則 

 

(設置) 

第 1 条 自然再生推進法(平成 14 年法律第 148 号(12 月 11 日公布))第 8 条に規定

する自然再生協議会を設置する。 

 

(名称) 

第 2 条 この自然再生協議会は、荒川太郎右衛門地区自然再生協議会(以下「協議

会」と称する)という。 

 

(自然再生事業対象地区) 

第 3 条 協議会で、協議対象とする自然再生事業対象地区は、荒川水系荒川 50.4km

から 54.0km 間右岸に存する荒川旧流路および連担する地区とする。 

2 自然再生事業対象地区の名称を太郎右衛門自然再生地という。 

 

第 2 章 目的および協議会所掌事務 

 

(目的) 

第４条 太郎右衛門自然再生地における自然再生事業を実施するに当たり、構想

策定や調査設計など、初期の段階から事業実施、実施後の維持管理に至るまで、

必要となる協議を行うことを目的とする。 

 

(協議会所掌事務) 

第 5 条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 太郎右衛門自然再生地の自然再生全体構想の作成を行う。 

 (2) 太郎右衛門自然再生地の自然再生事業実施計画の案の協議を行う。 

 (3) 太郎右衛門自然再生地の自然再生事業の実施に係る連絡調整を行う。 

 (4) 太郎右衛門自然再生地の自然再生事業の実施箇所の維持管理に係る連絡

調整を行う。 

 

第 3 章 委員 

 

(委員) 

第 6 条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。 
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 (1) 公募による地域住民および団体若しくは法人の代表者 

 (2) 地域の自然環境に関し専門的知識を有する者 

 (3) 関係地方公共団体の職員 

 (4) 関係行政機関の職員 

2 委員の任期は、本要綱を規定する日から平成 17 年 3 月 31 日までとする。 

3 第 1 項第 1 号に掲げる委員の任期期限を経過した後の委員は、任期が経過する

日までに、地域住民および団体若しくは法人の代表者に対し公募を行う。 

4 委員の再任は、妨げない。 

 

(途中参加委員) 

第 7 条 協議会の委員から推薦があり、第 12 条に規定する協議会の会議の出席委

員の合意が得られた場合に、委員となることができる。 

2 途中参加委員となろうとする者が、第 15 条に規定する運営事務局に、途中参

加委員となる意思表示を行い、第 12 条に規定する協議会の会議の出席委員の合

意が得られた場合に、委員となることができる。 

3 途中参加委員の任期は、第 6 条に規定する委員の任期と同じとする。 

 

(委員資格の喪失) 

第 8 条 委員は、次の事由によって、その資格を喪失する。 

 (1) 辞任 

 (2) 死亡、失踪の宣告又は委員が属する団体若しくは法人の解散 

 (3) 解任 

 

(辞任) 

第 9 条 委員は、やむを得なき事由ある場合は、辞任することができる。なお、

辞任しようとする者は、第 15 条に規定する運営事務局に連絡しなければならな

い。 

 

(解任) 

第 10 条 この協議会の名誉を傷つけまたはこの協議会の目的若しくは、自然再生

推進法および自然再生推進法に規定する自然再生基本方針に反する行為があっ

たときは、第 12 条に規定する協議会の会議の出席委員の過半数以上で議決し、

解任することができる。 

2 除名されようとする者には、第 12 条に規定する協議会の会議にて、議決する

前に、弁明する機会が与えられなければならない。 
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第 4 章 会長および副会長 

 

(会長および副会長) 

第 11 条 協議会に会長および副会長を各 1 名置き、委員の互選によりこれを規定

する。 

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、必要に応じ会長の職務を代理する。 

 

第 5 章 会議および専門委員会 

 

(協議会の会議) 

第 12 条 協議会の会議は、会長が召集する。 

2 協議会の会議の議長は、会長がこれに当たる。 

3 会長は、協議会の会議の進行に際して専門的知見を有する者の意見を聴取する

ことを必要と認める場合若しくは、委員より専門的知見を有する者の意見聴取

の発議があり第 12 条に規定する協議会の会議の出席委員の合意を得た場合、協

議会の会議に委員以外の者の出席を要請することができる。 

4 会長は、協議会の会議の進行に際して専門的協議を必要と認める場合若しくは、

委員より専門的協議の発議があり第 12 条に規定する協議会の会議の出席委員

の合意を得た場合、協議会の会議と別に専門委員会を設置し専門的協議を要請

することができる。 

 

(専門委員会) 

第 13 条 専門委員会の専門委員は、協議会に参加するものから選任する。 

2 専門委員会は、議事の進行に際し必要となる専門的知見を有する者の意見を聴

取することができる。 

3 専門委員会は、協議会から付託される専門的事項について協議し、第１２条に

規定する協議会の会議に報告する。 

 

(公開) 

第 14 条 協議会の会議および専門委員会は、原則公開とする。 

2 協議会の会議および専門委員会の開催について、荒川上流河川事務所ホームペ

ージでの公開を行うとともに、記者発表を行う。 

3 協議会の会議および専門委員会の資料は、荒川上流河川事務所ホームページで

の公開を行う。 

4 協議会の会議および専門委員会の議事録は、要旨をとりまとめて議事要旨とし、
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荒川上流河川事務所ホームページでの公開を行う。 

 

第 6 章 運営事務局 

 

(運営事務局) 

第 15 条 協議会の会務を処理するために運営事務局を設ける。 

2 運営事務局は、国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所に置く。 

3 協議会に参加する委員は、運営に事務局員として参加することが出来る。 

 

 

(運営事務局の所掌事務) 

第 16 条 運営事務局は、次に掲げる事務を行う。 

 (1) 第 12 条に規定する協議会の会議の議事について協議する。 

 (2) 第 12 条に規定する協議会の会議の進行について協議する。 

 (3) 協議会の会議の議事録および議事要旨の作成を行う。 

 (4) 第 14 条で規定する荒川上流河川事務所ホームページでの公開を行う。 

 (5) 協議会から付託される協議会の運営に関する事項について協議する。 

 

第 7 章 補則 

 

(要綱施行) 

第 17 条 この要綱に規定することの外、要綱施行および協議会の運営に関して必

要な事項は、第 12 条に規定する協議会の会議の合意を経て、会長が別に規定す

る。 

 

(要綱改正) 

第 18 条 この要綱は、第 12 条に規定する協議会の会議の合意を経なければ、改

正することはできない。 

2 改正に関する協議をするときは、以下に掲げるときとする。 

 (1) 協議会の委員の発議により第 12 条に規定する協議会の会議の出席委員の

合意を得たとき。 

 

 

附 則 

1 この要綱は、平成 15 年 月 日から施行する。 


